
（別紙様式２）

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

分任支出負担行為担当官

新潟港湾・空港整備事務所長

R5.6.30 ～ R6.3.14 山形　創一

新潟市中央区入船町4丁目3778番地

分任支出負担行為担当官

新潟港湾・空港整備事務所長

R5.9.8 ～ R6.3.15 山形　創一

新潟市中央区入船町4丁目3778番地
　　　　　　　　　　　　会計法第２９条の３第４項

　本業務は、直江津港で生じている荷役障害の特性把握を行
う。また、港湾施設再編に関わる概略構造及び施工方法等の
検討を行う。
　本業務においては、荷役障害の特性把握並びに、港湾施設
再編に関わる概略構造及び施工方法等の検討を行うために
は、高度な専門知識や幅広い経験を必要とすることから、簡
易公募プロポ－ザル方式による受注者の選定を行うこととし、
技術提案書において当該業務について総合的に優れた提案
を行った者として（一財）沿岸技術研究センターを特定したも
のである。
　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、（一財）沿
岸技術研究センターと随意契約を締結するものである。

94.1% －

建設コンサルタント等

港湾施設機能検討業務

R5.9.8 2010005018571 ¥25,003,000 ¥23,540,000

（一財）沿岸技術研究センター

東京都港区西新橋１－１４－２

備考

R5.6.30

（公社）日本港湾協会

7010405000967 ¥22,308,000 ¥20,460,000 91.7% －

東京都港区赤坂３－３－５

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員数

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

災害対応方策検討業務

建設コンサルタント等

　　　　　　　　　　　　会計法第２９条の３第４項

　本業務は、新潟港湾・空港整備事務所が保有する船舶（以
下　船舶という）とその他通信機器等が、災害対応において有
効に活用できるよう検討し、対応手順等をとりまとめるもので
ある。
　また、災害時の陸路分断等を想定して、港の機能を最大限
活用して海上輸送による救助・救援や物資輸送の災害対応
支援を行う取組をとりまとめるものである。
　本業務においては、災害対応の船舶やその他通信機器等
の有効活用を検討し、港の機能を最大限活用して海上輸送に
よる救助・救援や物資輸送の災害対応支援を行う取組をとり
まとめるにあたり、高度な専門知識や幅広い経験を必要とす
ることから、簡易公募プロポ－ザル方式による受注者の選定
を行うこととし、技術提案書において当該業務について総合的
に優れた提案を行った者として（公社）日本港湾協会を特定し
たものである。
　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、（公社）日
本港湾協会と随意契約を締結するものである。



分任支出負担行為担当官

新潟港湾・空港整備事務所長

R5.9.29 ～ R6.3.15 山形　創一

新潟市中央区入船町4丁目3778番地

分任支出負担行為担当官

新潟港湾・空港整備事務所長

R6.1.5 ～ R6.3.28 山形　創一

新潟市中央区入船町4丁目3778番地

－

－

新潟港（西港地区）臨港道路入舟臨港線健全度調査

建設コンサルタント等

　　　　　　　　　会計法第２９条の３第４項

　新潟港（西港地区）臨港道路入舟臨港線は国有港湾施設で
あり、新潟港西港の河口に位置し、入舟地区と山の下地区を
結ぶ重要路線となっており、その規模と利用状況等から周辺
施設では代替えすることが出来ない、大きな役割を担ってい
る。
　令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地震により新
潟港（西港地区）で観測した震度5弱は、当該施設が経験した
過去最大の震度であり、施設の脆弱性判断のためにも早急
に点検及び健全度調査が求められている。
　本業務は、施設の脆弱性判断を早急に行うために、施設の
健全度を評価するための点検と検討を行うものである。
　本業務において、（一社）港湾技術コンサルタンツ協会会長
との間で締結している「災害時における北陸地方整備局所管
施設の災害応急対策業務に関する協定書」第３条第１項に基
づき、同協会へ協力要請を行ったところ、同協会の会員であ
る「日本工営（株）新潟支店」が直ちに出動可能との回答を得
た。
　よって、日本工営（株）新潟支店と会計法第29条の3第4項
（緊急の必要により競争に付すことが出来ない場合）及び予
算決算及び会計令102条の4第3号の規定に基づき、随意契
約するものである。

¥12,111,000 ¥11,880,000 98.1%R6.3.15

日本工営（株）　新潟支店

新潟市中央区出来島１－１１－２８

2010001016851

新潟港（東港地区）臨港鉄道整備効果検討業務

建設コンサルタント等

R5.9.29

新潟市中央区万代１丁目１番１号

予定価格 契約金額 落札率

¥11,143,000 ¥11,143,000 100.0%2011101037696

　　　　　　　　　　　　会計法第２９条の３第４項

　本業務は、仕出地・仕向け地～新潟東港コンテナターミナル
（以下「新潟ＣＴ」という）迄の区間において、国際海上コンテナ
（20ft）の鉄道輸送を含む実証試験計画を作成した上で実輸
送試験を行い、評価項目（輸送時間、輸送コスト、温室効果ガ
ス排出量、労働環境）に基づく評価及び整備効果の検証を行
うものである。
　本業務においては、仕出地・仕向け地～新潟東ＣＴ迄の区
間において、国際海上コンテナ（20ft)の鉄道輸送を含む実証
試験計画を作成した上で実輸送試験を行い、評価項目（輸送
時間、輸送コスト、温室効果ガス排出量、労働環境）に基づく
評価及び整備効果の検証を行うには、高度な専門知識や幅
広い経験を必要とすることから、簡易公募プロポ－ザル方式
による受注者の選定を行うこととし、技術提案書において当該
業務について総合的に優れた提案を行った者として八千代エ
ンジニヤリング（株）を特定したものである。
　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、八千代エン
ジニヤリング（株）と随意契約を締結するものである。

再就職の
役員数

備考

八千代エンジニヤリング(株)
北陸支店

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）



分任支出負担行為担当官

新潟港湾・空港整備事務所長

R6.1.29 ～ R6.3.28 山形　創一

新潟市中央区入船町4丁目3778番地

分任支出負担行為担当官

新潟港湾・空港整備事務所長

R6.1.29 ～ R6.3.29 山形　創一

新潟市中央区入船町4丁目3778番地

97.3%¥8,701,000

直江津港地内

新潟県上越市頸城区百間町
７１２番地１

測量・調査

－4110001019545

　　　　　　　　　　　会計法第２９条の３第４項

　直江津港で最大水深の公共係留施設である（中央ふ頭地
区）岸壁（－１３ｍ）は、原塩や石油コークスなどのバルク貨物
を取り扱っており、地域経済活動に大きな役割を担っている。
　本施設は、令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地
震により、裏埋砂の液状化及び吸い出しによるものと想定さ
れる損傷を受けた。新潟県による調査の結果、舗装下に陥没
の危険性がある空洞が存在することが判明したため、荷役作
業が出来ず、予定されていた貨物船の入港がキャンセルとな
るなど、地域経済活動への影響が懸念され、地元からは早急
な復旧が求められている。
　本業務は、岸壁及び周辺の水中部及び陸上部において現
況を調査し、早期復旧の計画を立案するための基礎資料とす
るものである。
　本業務において、（一社）海洋調査協会会長との間で締結し
ている「災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する
包括的協定書」第４条第１項に基づき、同協会へ協力要請を
行ったところ、同協会の会員である「株式会社平成測量」が直
ちに出動可能との回答を得た。
　よって、株式会社平成測量と会計法第２９条の３第４項（緊
急の必要により競争に付すことが出来ない場合）及び予算決
算及び会計令１０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約す
る
ものである。

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員数

備考公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

直江津港現況調査

R6.1.29

（株）平成測量

¥8,470,000

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

－

新潟市中央区東大通２－１－２０

建設コンサルタント等

直江津港応急対策業務

R6.1.29

（株）エコー　北陸事務所

2010501016723
　　　　　　　　　　　会計法第２９条の３第４項

　直江津港で最大水深の公共係留施設である（中央ふ頭地
区）岸壁（－１３ｍ）は、原塩や石油コークスなどのバルク貨物
を取り扱っており、地域経済活動に大きな役割を担っている。
　本施設は、令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地
震により、裏埋砂の液状化及び吸い出しによるものと想定さ
れる損傷を受けた。新潟県による調査の結果、舗装下に陥没
の危険性がある空洞が存在することが判明したため、荷役作
業が出来ず、予定されていた貨物船の入港がキャンセルとな
るなど、地域経済活動への影響が懸念され、地元からは早急
な復旧が求められている。
　本業務は、現況調査結果を踏まえ、災害復旧に必要な資料
の作成を行うものである。
　本業務において、（一社）港湾技術コンサルタンツ協会会長
との間で締結している「災害発生時における緊急的な応急対
策業務に関する包括的協定書」第４条１項に基づき、同協会
へ協力 要請を行ったところ、同協会の会員である「株式会社
エコー北陸事務所」が直ちに出動可能との回答を得た。
　よって、株式会社エコー北陸事務所と会計法第２９条の３第
４項（緊急の必要により競争に付すことが出来ない場合）及び
予算決算及び会計令１０２条の４第３号の規定に基づき、随
意契約するものである。

¥6,589,000 ¥6,578,000 99.8%



分任支出負担行為担当官

新潟港湾・空港整備事務所長

R6.1.29 ～ R6.3.29 山形　創一

新潟市中央区入船町4丁目3778番地

以下余白

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員数

備考

新潟県上越市黒井地先

新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００－３

港湾土木工事

直江津港（中央ふ頭地区）岸壁（－１３ｍ）応急復旧工事

R6.1.29

株式会社本間組

6110001005155

　　　　　　　　　　　会計法第２９条の３第４項

　直江津港で最大水深の公共係留施設である（中央ふ頭地
区）岸壁（－１３ｍ）は、原塩や石油コークスなどのバルク貨物
を取り扱っており、地域経済活動に大きな役割を担っている。
　本施設は、令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地
震により、裏埋砂の液状化及び吸い出しによるものと想定さ
れる損傷を受けた。新潟県による調査の結果、舗装下に陥没
の危険性がある空洞が存在することが判明したため、荷役作
業が出来ず、予定されていた貨物船の入港がキャンセルとな
るなど、地域経済活動への影響が懸念され、地元からは早急
な復旧が求められている。
　本工事は、岸壁の利用を早期に再開するため、被災箇所を
応急的な処置で復旧するものである。
　本工事において、（一社）日本埋立浚渫協会北陸支部長と
の間で締結している「災害発生時における緊急的な応急対策
業務に関する包括的協定書」第４条１項に基づき、同協会へ
協力要請を行ったところ、同協会の会員である「株式会社本
間組」が直ちに出動可能との回答を得た。
　よって、株式会社本間組と会計法第２９条の３第４項（緊急
の必要により競争に付すことが出来ない場合）及び予算決算
及び会計令１０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約する
も
のである。

¥43,714,000 ¥43,670,000 99.9% －


	様式２（工事．建ｺﾝ等・随契）

